
電話相談：火曜日、土曜日の 10 時～15 時 TEL（052）842‐8878 面会相談：木曜日(曜日、時間は柔軟に対

応) 

次ページに続きます 

 

 

 

 

 

 

❖❖ 親亡き後の備え ④ 自筆証書遺言書保管制度 ❖❖ 

■ 遺言者は、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申

請を行い、遺言書を預けることができます。一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしな

い限り返却されません。 

■ 本制度の遺言書保管所⇒名古屋法務局では本局・支局１１ か所で取り扱っています。 

名古屋法務局の本局・支局の電話・窓口案内 

本局（供託課） ０５２－９５２－８１１１ 刈 谷 支 局 ０５６６－２１－００８６ 

春日井支局 ０５６８－８１－３２１０ 豊 田 支 局 ０５６５－３２－０００６ 

津 島 支 局 056７－26－2423 西 尾 支 局 ０５６３－５７－２６２２ 

一 宮 支 局 ０５８６－７１－０６００ 豊 橋 支 局 ０５３２－５４－９２７８ 

半 田 支 局 ０５６９－２１－１０９５ 新 城 支 局 ０５３６－２２－０４３７ 

岡 崎 支 局 ０５６４－５２－６４１５ 申請受付時間は、平日８：３０～１７：１５ 

≪自筆証書遺言書の保管の申請に必要なもの≫ 

■ 自筆証書遺言書 （A4用紙、片面で綴じたり封のされていないもの 

■ 申請書 （法務省指定の様式） 

■ 添付書類 （本籍及び筆頭者の記載のある住民票の写しなど） 

■ 本人確認書類 （マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの身分証明書） 

■ 手数料 （遺言書一通につき 3,900円 （収入印紙で納付） ） 

≪よくあるお問い合わせ≫ 
※ 遺言の内容について、法務局職員（遺言書保管官）が相談に応じることはできません。 

※ 本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。 

※ 遺言書保管の申請をする際は、予約が必要となります。 

※ 本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。 

■ 申請等の手続は遺言者本人に、遺言書保管所にお越しいただいて行う必要があります。 

■ 遺言者死亡後、遺言者の相続人、受遺者等、遺言執行者等は遺言書の閲覧等を行い、遺言 

書の内容を確認することができます。 

≪法務省ホームページ≫ 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 

≪名古屋法務局ホームページ≫ 
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000001_00105.html 

令和 5 年 8 月 9 日（水） 
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